
京都市障害者スポーツセンター条例

（設置）

第１条 障害者の身体の機能の回復及び健康の維持増進を図り，社会参加の促進に資する

ため，障害者スポーツ等の用に供するための施設を次のように設置する。

名 称 京都市障害者スポーツセンター

位 置 京都市左京区高野玉岡町５番地

（事業）

第２条 京都市障害者スポーツセンター（以下「センター」という。）においては，次の事

業を行う。

（１）障害者の身体の機能を回復するための訓練及び講習会の実施

（２）障害者のスポーツ及びレクリエーションの指導

（３）障害者のスポーツに関する指導者の育成

（４）障害者のスポーツ活動のための便宜の供与

（５）前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める事業

（指定管理者による管理）

第３条 センターの管理は，地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者（以

下「指定管理者」という。）に行わせるものとする。

２ 指定管理者が行う業務は，次のとおりとする。

（１）前条各号に掲げる事業に係る業務

（２）センターの維持管理に係る業務

（３）その他市長が必要と認める業務

（開所時間及び休所時間）

第４条 センターの開所時間及び休所日は，次のとおりとする。ただし，指定管理者は，

必要があると認めるときは，市長の承認を得て，これを変更することができる。

開所時間 午前９時から午後９時まで

休所日 火曜日 毎月の第３金曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休

日（以下「休日」という。）の翌日（これらの日が休日に当たるときは，

その日後最初に到来する休日でない日）並びに１月１日から同月４日ま

で及び１２月２８日から同月３１日まで

（利用資格）

第５条 センターを利用することができるものは，次ぎの各号に掲げるものとする。

（１）身体障害者福祉法第１５条第４項の規定により，身体障害者手帳の交付を受けてい

る者

（２）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第２項の規定により精神障害者

保健福祉手帳の交付を受けている者

（３）厚生労働大臣の定めるところにより，療育手帳の交付を受けている者

（４）前３号に掲げる者とその障害が同程度と認められる者



（５）前各号に掲げる者の介護者

（６）前各号に掲げる者のほか，市長が適当と認める者

（利用の許可）

第６条 センターを利用しようとするものは，指定管理者の許可を受けなければならない。

（利用制限）

第７条 指定管理者は，次ぎの各号のいずれかに該当すると認めるときは，センターの利

用を制限し，または利用の許可を取り消すことができる。

（１）他の利用者に迷惑を掛け，または迷惑を掛ける恐れがあるとき。

（２）管理上支障があるとき。

（利用料金）

第８条 利用の許可を受けたもの（第５条第６号に掲げるものに限る。）は，指定管理者に

対し，その利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を支払わなければならない。

２ 利用料金は別表に掲げる額の範囲内において，指定管理者が市長の承認を得て定める

ものとする。

（利用料金の還付）

第９条 既に支払われた利用料金は還付しない。ただし，市長が特別の理由があると認め

るときは，この限りではない。

（利用料金の減免）

第１０条 指定管理者は，市長が特別の理由があると認めるときは，利用料金を減額し，

または免除することができる。

（特別の設備）

第１１条 利用の許可を受けたもの（以下「利用者」という。）は，利用しようとする施設

に特別の設備をしようとするときは，指定管理者の許可を受けなければならない。

２ 指定管理者は，管理上必要があると認めるときは，利用者の負担において，必要な設

備をさせ，又は必要な措置を講じさせることができる。

（委任）

第１２条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し，

必要な事項は，市長が定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例の施行期日は，市規則で定める。ただし，次項の規定は，公布の日から施行

する。（昭和６３年４月１５日規則第３１号で昭和６３年４月１６日から施行）

（準備行為）

２ 利用の許可の申請その他センターを共用するために必要な準備行為は，この条例の施

行前においても行うことができる。

附 則（平成３年３月２８日条例第５５号）

（施行期日）



１ この条例の施行期日は，市規則で定める。ただし，次項の規定は，公布の日から施行

する。（平成３年３月２８日規則第１２５号で平成３年４月１日から施行）

（準備行為）

２ 利用の許可の申請その他体育室，卓球室，アーチェリー場，トレーニング室，研修室，

会議室１，会議室 2 および会議室３を供用するために必要な準備行為は，この条例の施

行前においても行うことができる。

附 則（平成４年３月３１日条例第７８号）

（施行期日）

１ この条例は，平成４年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日前の申請に係る使用料については，なお従前の例による。

附 則（平成９年３月３１日条例第８８号）

（施行期日）

１ この条例は，平成９年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日前の申請に係る使用料については，なお従前の例による。

附 則（平成１２年３月２３日条例第５１号）

（施行期日）

この条例は，平成１２年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，平成１８年４月１日から施行する。ただし，次項の規定は公布の日から

施行する。

（準備行為）

２ 京都市障害者スポーツセンター（以下「センター」という。）の利用に係る料金の承認

の申請その他地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者にセンターの管理

を行わせるために必要な準備行為は，この条例の施行前においても行うことができる。

（経過措置）

３ この条例の施行の日前に附則別表の左欄に掲げるこの条例による改正前の京都市障害

者スポーツセンター条例（以下「改正前の条例」という。）の規定による許可の申請を行

ったものであって，この条例の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは，

同表の右欄に掲げるこの条例による改正後の京都市障害者スポーツセンター条例（以下

「改正後の条例」という。）の規定による許可の申請を行ったものとみなす。

４ この条例の施行の日前に附則別表の左欄に掲げる改正前の条例の規定による許可を受

けたものは，同表の右欄に掲げる改正後の条例の規定による許可を受けたものとみなす。



附則別表

第５条 第６条

第１０条第１項 第１１条第１項

別表（条例第８条関係）

利用料金区 分

午 前 午 後 夜 間

日 曜・土 曜・休 日 ２，９００ ３，４００ ５，７００全

面 そ の 他 の 日 ２，４００ ２，９００ ４，８００

体

育

室 半 面 使 用 １，２００ １，４００ ２，４００

１ ６ 歳 以 上 の 者 ８００ ８００ ８００プール

ひとり

につき
３歳以上１６歳未満の者 ４００ ４００ ４００

卓 球 室 （ １ 台 に つ き ） ５００ ５００ ５００

ア ー チ ェ リ ー 場 １，２００ １，４００ ２，４００

ト レ ー ニ ン グ 室 ３００ ３００ ３００

研修室・会議室（１室につき） ２，０００ ２，３００ ４，０００

備考

１ 「午前」とは午前９時から正午までを，「午後」とは午後１時から午後４時３０分まで

を，「夜間」とは午後５時３０分から午後９時までをいう。

２ 供用時間の変更に伴い，利用時間の区分を変更する場合の利用料金の上限額は，この

表に掲げる額との均衡を考慮して，そのつど別に定める。


